
19 年度処理委員会（第２回）交渉と 
19 年度給与改定（第３回）団体交渉が行

われました。 
  
 6 月 5 日 17 時 15 分より、19 年度処理委員会（第２回）交渉が行われ、わが組合は、

賃金部と教育宣伝部の賃金確定交渉期における時間内組合活動の保障と交渉を時

間内で行うよう求めました。 
 また、6 月 7 日 15 時 30 分より、給与改定（第３回）団体交渉が行われ、勧奨退職特

例措置の提案への回答をかえし、加えて、技能主任職昇任選考の受験資格につい

て、技能・業務系職員の人事制度全体の中での協議・検討をわが組合の指摘を真摯

に受け止めて行うよう求めました。 

 

19 年度処理委員会（第２回）交渉議事録は最新ニュースを参照してください。 

 

「１９年度給与改定」（第３回）団体交渉議事録はこちら 

 

 


